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９月に入っても暑い日が続いていましたが、朝晩はかなり涼しくなりました。日が落ちるのも早くな

ってきました。キッズクラブの一人帰りの最終も、日没に合わせて４時になります。活動時間は短くな

りますが、子どもたちが楽しく過ごせるように努めてまいります。 

保護者の皆様には引き続きご協力よろしくお願いいたします。 

 

◇市ヶ尾小学校キッズクラブ登録状況◇ 令和 6年 9月 20日現在 

学年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 

わくわく 28 17 12 8 ４ 1  70 

すくすく  

ゆうやけ 
37 40 37 28 4 2 148 

すくすく  

ほしぞら 
11 5 3 0 0 0  19 

合計 76 62 52 36 8 3 237 

 

◇「わくわく」受け入れについて◇ 

利用希望日の 1週間前の月曜日から、前日（土日祝は除く）の 18時まで電話での申し込みを受け付

けます。学校のある日の利用時間は午後 4時までです。熱中症警戒アラートが発令された日（前日の 17

時または当日の 5時に発令されます）は、お子さんの安全を考慮して「わくわく」区分のお子さんは利

用できません。「入会のしおり」P19の「熱中症警戒アラート メール配信サービス」のＱＲコードを

必ず登録し、利用予定の日は、ご家庭で熱中症警戒アラートの発令の有無をご確認くださいますようお

願いいたします。熱中症警戒アラート発令時に「わくわく」区分のお子さんが利用する場合は、スポッ

ト利用となりますのでご承知おきください。 

スポット利用の場合は 19時まで利用できます。スポット利用を希望される方は、お迎えの際に利用

料 800円（おやつを食べる場合は別途おやつ代 100円を含め 900円）をお支払いください。おやつの時

間は、学校がある日は 4時半からです。 
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◇キッズクラブの利用申込みについて 

10月から利用の「わくわく」「すくすく」の申し込みは終了しました。11月以降「すくすく」を利

用する方は利用申込書と就労証明書を、「わくわく」を利用する方は利用申込書を、利用開始月の前月

20日までに提出してください。「すくすく」に申し込まれる方は、別途キッズからお渡しする書類につ

いての説明がありますので、必ず提出される日時を事前に電話でご連絡ください。 

◇キッズクラブオープンルーム 

11月 2日（土）は土曜参観で学校があります。キッズルームも９時 30分～11時（予定）まで公開しま

す。日頃のキッズでの活動の様子をスライドショーで上映しますので、是非ご覧ください。「わくわ

く」の保護者の方もどうぞお立ち寄りください。 

 

◇ハロウィンお買い物ごっこ 

10月 29日（火）に恒例の「ハロウィンお買い物ごっこ」を予定しています。 

「すくすく」はその時間にいる方は全員参加となります。参加費は利用料と一緒に翌月の引き落としと

なります。「ハロウィンお買い物ごっこ」で買ったお菓子は、キッズでは食べずに持ち帰ります。 

（16:30からのおやつの時間には通常のおやつを提供します） 

「わくわく」で参加希望の方は、スポット利用での申し込みをお願いします。 

 

                   【 10月壁面 】 
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